
令和８･９年度 農作業等労働賃金標準額 

 

本表は参考額であり、これによりがたい場合や別料金等が定められている場合には、実情を考慮

するなどして両者で協議して決めてください。 

 

○農作業賃金 （新潟県最低賃金を下回った場合は、両者協議して決めてください） 

作業区分 就業区分 標準額（円） 摘   要 

農作業 
１日当たり 

（８時間） 
９,６００ 

・１時間当たり１,２００円 

・作業条件及び特殊技能等により、標準賃金を

参考に両者間の協議で決めてください。 

◎この標準額には、食事等の賄はありません。 

○農業用機械利用料金  【面積は耕作（水張り）面積を基本とします。】 

作業区分 単 位 税込み 税抜き 摘   要 

耕 起（30ａ標準） 10ａ ６,６００ ６,０００  

代 掻（30ａ標準） 10ａ ７,７００ ７,０００ ・粗代（粗掻）を含む 

田 植（30ａ標準） 10ａ ７,１５０ ６,５００  

 （側条施肥追加） 10ａ １,６５０ １,５００ 
 

（除草剤追加） 10ａ ５５０ ５００ 

刈 取（30ａ標準） 10ａ １９,８００ １８,０００ 
・倒伏、湿田等については下記指

標による 

乾燥調製 30 ㎏ １,０４５ ９５０ ・乾燥から籾すり。屑米も含む 

色彩選別 30 ㎏ ５５０ ５００ ・１回（品質により別途協議） 

機械あぜ塗 1ｍ ５５ ５０  

溝 切 1ｍ １１ １０  

動力散布機作業 10ａ ９９０ ９００  

動力噴霧機作業 10ａ １,１００ １,０００ ・水剤等 

ドローン散布作業 10ａ １,６５０ １,５００ 
・農薬・肥料代は含まない 

・圃場条件により両者で協議 

育 苗 1 箱 ８０３ ７３０ 
・種子代金を含む 

・苗運搬代は含まない 

苗・籾の運搬 

苗 1 箱 44～110 40～100 ・左記範囲内で両者にて協議 

籾 10ａ 
1,100 

～1,650 

１,０００ 

～１,５００ 

◎耕起・代掻・田植・刈取は３０ａ圃場（一区画）を標準とし、それによりがたい場合は標準額に

１割以内の割り増しを行う。 

 

コンバイン刈取による倒伏、湿田の場合の割増指標 

２０％増 ３０％増 ４０％増 

１０％増 ２０％増 ３０％増 

標準 １０％増 ２０％増 

 

         （軟度）  ０    軟らかい   非常に軟らかい 

村上市農業委員会 

全倒伏 

半倒伏 

  ０ 

(倒伏) 


